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第一部 国際社会の法的構造  国家  国家はどのような権限を有しているのか 

管轄権 
定義 

具体的に国家が行う行為の性質に着目した分類 立法・執行（・裁判）管轄権 
 区別の実践的意義 

根拠 

なぜ根拠を議論する必要がある？ 
認められれている根拠  属地主義・属人主義・保護主義・普遍主義 

普遍主義 

海賊 →藤田 p. 280 
 なぜ普遍主義？ 
 奴隷取引（藤田 p. 281）との違い 
アイヒマン事件 判例 72 
 執行管轄権の問題 
 立法管轄権の問題 
ピノシェ事件 判例 78 
 なぜ拷問について普遍主義？ 
条約で普遍的管轄権が認められている例 
 「テロ」関係の条約に多い 条文はほとんど同一 
 ジュネーヴ条約「重大な違反」 
被疑者が自国領域内に存在するときにのみ行使可能か 
 ベルギー・人道に対する罪法 →資料 
  人道に対する罪とは？ →条約集「国際刑事裁判所規程」７条 
まとめ 普遍的管轄権が認められるかどうか、どうやって判断するのか 
 
普遍主義の例かどうかの判断 
 フィラルティガ事件 判例 66 
 カラジッチ事件 判例 73 


